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火
葬
の
と
き
は
副
葬
品
な
ど
を

入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い

　

次
の
よ
う
な
副
葬
品
は
、
火
葬

や
収
骨
の
妨
げ
に
な
る
ほ
か
、
有

害
な
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
の
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
火
葬
時
に
ひ
つ

ぎ
に
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
な

お
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
は
出
棺
時
に

取
り
出
し
て
く
だ
さ
い
。
臼
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
・
化
学
繊
維
製
品
渦
ガ

ラ
ス
・
硬
貨
・
貴
金
属
製
品
嘘
燃

え
に
く
い
も
の
（
厚
い
本
、
果
実
、

衣
類
な

ど

）
唄
危
険
物
（
ス
プ
レ
ー
、

ラ
イ
タ
ー
、
電
池
、
携
帯
電
話
な

ど

）。

i  

里
塚
斎
場b  
（　

）1
5
6

883

1
、
山
口
斎
場b  
（　

）3
6
3
6

691

お
墓
参
り
の
皆
さ
ん
へ

 　

平
岸
霊
園
は
8
月
7
日
松
～　
16

日
捷
、
里
塚
・
手
稲
平
和
の
各
霊

園
は　

日
晶
～　

日
捷
に
、
交
通

13

16

規
制
を
実
施
し
ま
す
。
自
家
用
車

の
利
用
は
控
え
、
公
共
交
通
機
関

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
カ
ラ
ス
に
よ
る
被
害
が

多
発
し
て
い
る
た
め
、
お
供
え
物

は
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。
な
お
、

里
塚
斎
場
（
火
葬
場
）
へ
の
立
ち

入
り
は
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。

交
通
機
関
里
塚
＝
中
央
バ
ス
札
幌

タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
里
塚
霊
園
行
き

に
乗
車（
8
月　

日
晶
～　

日
捷
）。

13

16

平
岸
＝
地
下
鉄
南
北
線
南
平
岸
駅

下
車
。
手
稲
平
和
＝
Ｊ
Ｒ
琴
似
駅
、

地
下
鉄
東
西
線
琴
似
駅
、
発
寒
南

駅
か
ら
ジ
ェ
イ
・
ア
ー
ル
北
海
道

バ
ス
「
琴　

」「
発　

」
に
乗
車

42

42

（
8
月　

日
晶
～　

日
捷
。
平
和

13

16

の
滝
入
り
口
か
ら
手
稲
平
和
霊
園

ま
で
路
線
延
長
。
午
前
8
時
台
～

午
後
4
時
台
の
便
）。

i  

生
活
環
境
課b  
（　

）2
8

616

5
5

住
宅
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
や　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
補
助

　
　

万
円
を
上
限
に
、
対
象
工
事

50
費
の　

％
を
補
助
し
ま
す
。
工
事

10

着
工
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

m  

市
役
所
7
階
住
宅
課
、
区
役
所

で
配
布
中
の
申
込
用
紙
を　

月　
10

29

日
晶
ま
で
に
持
参
。
予
算
額
に
達

し
次
第
終
了
。

i  

住
宅
課b  
（　

）2
8
0
7
、

211

a  
自
然
の
中
で
子
育
て
を

r  

親
子
を
対
象
と
し
た
昆
虫
や
草

花
な
ど
の
観
察
と
子
育
て
ト
ー
ク
。

s  

8
月　

日
昌
午
前　

時
～
正
午
。

18

10

q  

北
方
自
然
教
育
園
。

i  

北
方
自
然
教
育
園
（
南
区

白
川　

）b  

（　

）3
5
6
7

1814

596

あ
そ
び
の
ぽ
け
っ
と

r  

親
子
で
の
ふ
れ
あ
い
遊
び
な
ど

。

s  

8
月　

日
昭
午
前　

時
～　

時
。

26

10

11

q  

子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー

（
中
央
区
南
3
西
7
）。

p  

5
カ
月
ま
で
の
子
と
そ
の
保
護

者
で
未
受
講
の
方　

組
。

16

m  

8
月　

日
昌
か
らb  

。e  

18

j  

子
育
て
支
援
総
合
セ

ン
タ
ーb  
（　

）7
9
6
1

208

 
国
民
健
康
保
険

僉
保
険
料
軽
減
対
象
を
拡
大
僊

　

4
月
か
ら
開
始
し
た
、
解
雇
や

倒
産
な
ど
で
離
職
し
た
方
の
保
険

料
軽
減
に
つ
い
て
、
対
象
者
の
範

囲
が
拡
大
し
ま
し
た
。
対
象
外

だ
っ
た
、
事
業
主
の
都
合
な
ど
で

離
職
し
、
再
就
職
な
ど
に
よ
り
被

用
者
保
険
に
加
入
後
、
再
離
職
し

た
方
な
ど
も
、
次
の
条
件
を
す
べ

て
満
た
す
場
合
、
保
険
料
の
軽
減

対
象
と
な
り
ま
す
。
軽
減
に
は
届

け
出
が
必
要
で
す
の
で
、
お
住
ま

い
の
区
の
区
役
所
へ
相
談
の
上
、

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

条
件
臼　

年
3
月　

日
以
降
に
離

21

31

職
。
離
職
時
に　

歳
以
下
の
方
、

64

渦
雇
用
保
険
の
「
特
定
受
給
資
格

者
」
ま
た
は
「
特
定
理
由
離
職
者
」、

嘘
再
離
職
に
よ
り
雇
用
保
険
の
受

給
資
格
が
生
じ
な
い
。

僉
所
得
申
告
書
の
提
出
を
僊

　

国
民
健
康
保
険
料
は
、
前
年
の

所
得
に
基
づ
い
て
算
定
し
ま
す
。

所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
を
し
た

方
や
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
た

方
に
つ
い
て
は
そ
の
所
得
を
基
に

し
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
方
に
は
、

保
険
料
算
定
の
た
め
の
所
得
申
告

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
期
限
ま

で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

僉
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
僊

　

保
険
料
の
納
付
に
は
、
口
座
振

替
が
便
利
で
す
。
納
付
通
知
書
、

預（
貯
）金
通
帳
、
届
出
印
を
持
参

し
、
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
か
お

住
ま
い
の
区
の
区
役
所
保
険
年
金

課
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

i  

区
役
所（
1
㌻
）の
保
険
年

金
課

介
護
保
険

僉
低
所
得
者
減
免
僊

　　　

年
度
の
保
険
料
が
第
3
段
階

22
以
上
で
、
次
の
す
べ
て
の
基
準
を

満
た
す　

歳
以
上
の
方
は
、
申
請

65

に
よ
り
最
も
低
い
金
額
の
段
階
ま

で
介
護
保
険
料
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
保
険
年

金
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

p  

臼　

年
中
の
収
入
の
合
計
が
単

21

身
世
帯
で　

万
円
、
2
人
世
帯
で

120

　

万
円
（
以
降
1
人
に
つ
き　

万

160

50

円
を
加
算
）
以
下
、
渦
世
帯
全
員

の
預
貯
金
の
合
計
額
が　

万
円
以

350

下
、
嘘
別
世
帯
の
市
民
税
課
税
者

に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
、
唄
世
帯

全
員
が
居
住
用
ま
た
は
事
業
用
以

外
の
不
動
産
を
所
有
し
て
い
な
い
。

持
参
す
る
も
の
世
帯
全
員
の　

年
21

中
の
収
入
の
分
か
る
も
の
、
預
貯

金
額
の
分
か
る
も
の
、
加
入
し
て

い
る
健
康
保
険
の
保
険
証
。

i  

区
役
所（
1
㌻
）の
保
険
年

金
課

国
民
年
金

僉
国
民
年
金
に
加
入
さ
れ
て
い
な

い
方
へ
僊

　

国
民
年
金
は
、
原
則
と
し
て　
20

歳
以
上　

歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

60

が
加
入
し
、
老
後
の
生
活
を
支
え

合
う
制
度
で
す
。
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
て
い
る
と
、
障
が

自己負担額の合計の
基準額

区　　　分
後期
高齢者

国保・70
歳以上

国保・69
歳以下

67万円126万円

臼契住民税の課税所得が
145万円以上ある被保険者
と、その方と同じ世帯にい
る被保険者の方
形国保（69歳以下の場合）
の各加入者の所得から33万
円を控除した金額の合計が
600万円を超える世帯

56万円67万円渦 臼嘘唄に該当しない方
31万円

34万円

嘘世帯全員が市民税非課税

19万円

唄 嘘のうち、次のいずれか
に該当する方。契世帯全員
が所得0円（公的年金等控除
を80万円として計算）
形老齢福祉年金を受給
※毎年8月～翌年7月末の自己負担額を基に計算

高額医療・高額介護合算療養費
　国保または後期高齢者医療制度では、同じ世帯
で、かつ同じ制度の被保険者全員の1年間の医療
保険と介護保険の自己負担額合計が下表の基準
額を超えたときは、その超えた額を支給します。
i 区役所（1㌻）の保険年金課


